
1 はじめに

21世紀の後発開発途上国（LDCs:LeastDe-

velopedCountries以下「後発国」）（1）が工業化戦

略を進める場合，1960・70年代に日本や韓国が

採用した輸入数量規制，ローカル・コンテンツ規

制，補助金を用いた輸入代替政策を実施すること

は，もはや現実的ではない。WTOが定める国際

自由競争のルールが，それを許さないからである。

その一方，今日ではグローバル・バリューチェー

ン（GVCs）に参加することにより，かつての日

本や韓国が政府主導で実施した工業化のための設

備投資を，一から始める必要もなくなってきてい

る（Taglioni&Winkler2016,p.13）。

GVCsを推進するのは多国籍企業，つまり産業

クラスターの中核をなすアンカー企業である（朽

木2007）。ある後発国がGVCsへの参加を通じた

工業化を進めようとする場合，どのようなアンカー

企業を誘致できるかが，その国の主要産業を決定

する上で非常に重要になる。ベトナムはサムスン

電子の誘致に成功し，携帯電話・スマートフォン

の産業クラスターを形成できたことにより，電話・

同部品が輸出品目のトップになった（朽木・馬田・

石川2015）。しかし，ベトナム政府の積極的働き

かけによりサムスン電子を誘致したわけではなく，

サムスン電子を含むサムスン・グループの世界戦

略がベトナムを選択したというのが実態である

（ブイ2016,p.32）。

後発国が，GVCsへの参加を通じた工業化を進

める産業政策を描く時，その政策に基づいて意図

したアンカー企業を誘致することが可能なのだろ

うか。開発途上国の産業政策を論じた代表的な文

献の一つとして『東アジアの奇跡』（世界銀行

1993）が挙げられるが，意図したアンカー企業を

誘致することとは，同書が言う二部戦略のうちの

選択的介入を実施することに他ならない（p.87）。

しかし，政府の大幅な裁量に委ねられる選択的介

入は，失敗する危険性が大きく，テクノクラート

の外部からの遮断，質の高い官僚，モニタリング

などの条件が満たされる必要があることを同書は

指摘している。アジアの産業政策のベストプラク

ティスを取りまとめた大野健一も，政策の運用能

力が高度化したシンガポールのような政府でなけ

れば，この実施は難しいと言う（大野2013）。し

かし同時に大野は，製造業外資の誘致を国家発展

戦略の中に位置付けるためには，明確なビジョン

と具体的な行動計画を備えた産業戦略がその国に

なければならないとも言う（p.109）。すなわち，

二部戦略のうち基礎的条件に関する政策は引き続
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き有効との立場である。この基礎的条件に関する

政策には，安定したマクロ経済，人的資源，効果

的・安定的金融制度，価格の歪みの限定，外国か

らの技術受入れ，農業開発政策などが含まれ，市

場ベースの競争を前提としている。それでは後発

国政府は，GVCsへの参加を通じた工業化を進め

るために，�どのような準備を行い，�どのよう

に実現に向けた行動を起こしていけば良いのだろ

うか。

この考察を進めるために，まず，第2節で21

世紀以降特に顕著になってきたGVCsの特徴を

明確にし，GVCs主導型開発戦略とはどのような

ものかを概観する。第3節では，GVCsを活用す

る多国籍企業が利潤最大化を図ろうとした結果生

じたタイ・プラス・ワンと呼ばれる企業行動の特

徴を分析する。次に第4節において，カンボジア

政府が策定した産業政策を題材にケーススタディー

を行う。ケーススタディーの対象としてカンボジ

アを選定した理由は，�東南アジアに4ヵ国ある

後発国の一つであること，�過去5年以内に新規

に産業政策を策定して国の工業化を図ることを目

指していること，�その産業政策がGVCs主導

型開発戦略を掲げていること，の3点に基づいて

いる。カンボジア政府が2015年に発表した産業

政策の内容と構成を分析し，①産業政策が網羅す

べき内容，②立案後の政策の運用と，③時々の経

済・貿易・労働環境の変化に応じてGVCs戦略

を進めていく製造業外資への対応を分析する。

2 グローバル・バリューチェーン

（GVCs）

GVCsの定義を端的に表現することは難しい。

UNCTADの次の定義が，重要なキーワードを多

く包含している。「GVCsが仲介するモノやサー

ビスは，生産工程が分割化され，生産拠点も国際

的に分散した中で取引される。GVCsは多国籍企

業により統括管理される特徴があり，多国籍企業

のネットワークを構成する関連企業，契約企業や

アームズレングスの関係（2）にあるサプライヤー

により資材と製品が国境を超えて取引される。」

（UNCTAD2013,p.X）GVCsを統括管理する多

国籍企業は，①研究・デザイン，②調達，③組立

て，④マーケティングというバリューチェーン

（価値の鎖）に関して利潤を最大にする経営を強

いられている（朽木 2007,p.128）。多国籍企業

は，原材料や部品の確保から製造，流通，販売と

いう，最終消費者に至るまでの財と情報の流れに

関する全ての活動を統合して管理し，最適な財の

流れをつくりだすことを目標に置いている。

IT産業のような組立型産業の場合，設計・製

造・最終検査の工程が分割できるだけでなく，製

造工程もいくつかの生産ブロックに分割すること

ができる。その結果，組立企業は，一方では，�

特定の生産ブロックを切り離して，最適と思われ

る場所に工場を配置すると同時に，他方では，�

必要とする原材料，部品，設備機械を，品質的に

もコスト的にも最適と考える自社の分工場や他の

工場から調達する。特に，サービス・リンク・コ

スト（輸送コストと通信コスト）の低下が飛躍的

に進んだ1990年代以降，組立企業は生産ブロッ

クの分散化や部品の外部調達（Outsourcing）

を国境を越えて積極的に進めるようになった。こ

のような最適立地に基づく生産工程の分散化は

「生産のフラグメンテーション化」と呼ばれる

（末廣2014,p.51）。

木村福成は，末廣の説明する�を距離，�をディ

スインテグレーション（disintegration）と定義

し，二次元のフラグメンテーションという分析枠

組みを示した（木村 2006,p.92）。距離に基づく

フラグメンテーションでは，生産ブロックを人件

費の安い海外に配置することにより，生産ブロッ

ク内の生産コストを大幅に低減させることが可能

となる一方，国境をまたぐことによって，生産ブ

ロックを接続するサービス・リンク・コストは大

きく上昇する。一方，ディスインテグレーション

に基づくフラグメンテーションでは，非効率な内

部化を避けて自らの得意な分野に特化することが

可能となり，また他企業の強みを活かすメリット

があるが，企業の外に生産ブロックを出すことに

より，経営コントロールの効かない関係になるこ

とから，トランザクション・コスト（取引費用）
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が発生する。GVCsを活用してフラグメンテーショ

ンを進める企業は，これら2種類のコスト構造に

おけるトレード・オフを克服する形で国際的生産・

流通ネットワークを構築してきた。

また木村は，特に東アジアにおいて，サービス・

リンク・コストとトランザクション・コストを企

業が最小化しようとする結果，フラグメンテーショ

ンとはベクトル上逆方向の，生産ブロックの集中

立地，つまり産業集積（Agglomeration）が生

じることを示した（木村2006,p.96）。さらに，

フラグメンテーションを進める複数の企業が，相

互にサービス・リンク・コストを最小化すること

を意図すると，規模の経済性が働き生産ブロック

が一ヵ所に集中することを説明した。この産業集

積の動きは，後述するクラスター形成につながっ

て行く。

以上のように，GVCsとは，多国籍企業が利潤

最大化を図る最適な財の流れを作り出すために，

国境を超えた最適立地に基づく生産工程の分散化

すなわちフラグメンテーションの結果生じたもの

であると要約できる。そして，GVCsのこの特徴

が，後発国政府にとって輸出志向工業化を図る上

で有効な手段となる。かつての日本や韓国が全生

産工程を一から築きあげなければならなかった工

業化を，多国籍企業のバリューチェーンに組み込

まれることにより，安価な労賃で対応可能な特定

の組み立て工程にのみ参加することが可能となっ

たのである（Taglioni&Winkler2016,p.13）。

GVCs主導型開発戦略では，分散化した生産工程

の一部を輸出加工区と呼ばれる工業団地に誘致す

ることにより，キャッチアップ型工業化（3）を進

めることを目指している。

このGVCs主導型開発戦略には，従来の工業

化とは異なる政府の調整が必要となる。セクター

を特定した有望産業（Winners）を選ぶのでは

なく，既存の技術，国内の人的資源，内外の需要

及び近隣国との競争を勘案して，ミクロレベルで

政府の調整を実施しなくてはならない（Taglioni

&Winkler2016,p.27）。黒岩郁雄は，GVCs主

導型開発戦略を「GVCsへの参加」と「GVCsの

高度化」の二段階に分けて説明する（Kuroiwa

2016）。黒岩の言う「GVCsの高度化」とは，

「GVCsへの参加」の後，企業レベルの能力向上

とともに次第に産業レベルの高度化が図られる，

というもので，最初に裾野産業の発達によるオペ

レーショナル・クラスターの形成，続いて技術革

新を生み出すテクノロジカル・クラスターの形成

へと進む。この分類はGVCsの発展を段階的に

説明するものとしては興味深く，タイ・マレーシ

アのような先発国には当てはまるかもしれないが，

カンボジア・ラオスのような後発国においては，

未だ「GVCsの高度化」が発現しているとは言い

難い。しかし，後発国政府が産業政策を描く時，

GVCs主導型開発戦略をこの二段階に分けて構想

することは極めて重要である。黒岩が言うとおり，

GVCsに参加するために後発国は，まず先発国

（あるいは先進国）にある生産工程の一部を，い

かに直接投資を通じて自国に惹きつけるかを検討

する必要がある。そのため大野も「政策能力の低

い国は，一般的なビジネス環境を改善し，内外企

業を平等に取り扱うことからはじめるのがよかろ

う。」（大野2013,p.109）と指摘する。

第二段階の「GVCsの高度化」に進むためには，

オペレーショナル・クラスターの形成が必要とな

るが，クラスターを形成する裾野産業を後発国の

中小企業が担うように振興を図るためには，集積

が進みつつある産業の需要に応える必要がある。

クラスター形成のメカニズムについては，朽木昭

文が地域の成長戦略の一つとして産業クラスター

政策を考察し，アジアの成長戦略の有効な仮説と

して「産業クラスター政策へのフローチャート・

アプローチ」を提案した（朽木2007）。朽木の言

うフローチャート・アプローチの原型モデルは，

工業団地の建設から始まり，その後4つのキャパ

シティー・ビルディング，すなわち①インフラス

トラクチャー整備，②制度整備，③人材育成，④

生活環境整備が必要とされる（朽木2007,p.57）。

この4つのキャパシティー・ビルディングは，基

礎的条件に関する政策（『東アジアの奇跡』）を具

体的に分類したものである。黒岩が指摘する「オ

ペレーショナル・クラスター」を形成するために

は，4つのキャパシティー・ビルディングを着実
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に実施することが前提となるが，それはブロック

を積むように順序立てて実施することすら難しい

のが実態である。アンカー企業を核としたクラス

ター形成をいきなり目指すのではなく，生産工程

の一部を外国直接投資（FDI）を通じて自国に惹

きつけるために必要なことは何か，次節では「タ

イ・プラス・ワン」という企業行動を分析するこ

とにより，その可能性を考察する。後発国が

GVCsへの参加を推進する上で，4つのキャパシ

ティー・ビルディング以外にも重要な要素がある

ことが「タイ・プラス・ワン」から理解できる。

3 タイ・プラス・ワン

本節ではタイ・プラス・ワンに関する考察を始

める前に，まずASEANの関税撤廃に向けた努

力を振り返る。そして特に日本資本がタイ・プラ

ス・ワンと呼ばれる企業行動をとるようになった

タイ側の理由を明確にした上で，タイ・プラス・

ワンが近隣後発国に与える影響を考察する。

個々の市場規模が小さかったASEANは，加

盟各国が将来的に一つにまとまることを示すこと

で，外国直接投資の受け皿になることを目指して

きた。これがアセアン自由貿易地域（AFTA）

であり，ASEANは 1992年，アジアで最初の

FTA（自由貿易協定）の一つであるAFTA設立

が明記された「アセアン経済協力の実施に関する

枠組み協定」を採択した（助川 2015,p.179）。

1998年の通貨危機を経験した ASEANは，

AFTAを強化することにより成長のエンジンで

ある外国直接投資を継続的に受け入れることを目

指し，関税削減・撤廃の加速化・深化を決断した。

ASEANは，先発加盟6ヵ国（ブルネイ，インド

ネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポール，

タイ）からAFTA特恵税率の100％削減達成を

目指し，CLMV諸国（カンボジア，ラオス，ミャ

ンマー，ベトナム）についても，2018年1月1

日に実施された関税撤廃措置によりASEAN域

内の関税撤廃が完了した（山影編2011,p.86）。

この結果，GVCsのメリット，すなわち多国籍企

業が利潤最大化を図る最適な財の流れを作り出す

ために，国境を超えた最適立地に基づく生産工程

の分散化（フラグメンテーション）が一層促進さ

れることとなった。

さて，タイ・プラス・ワンについては，大泉啓

一郎の次の定義が明確である。「タイ・プラス・

ワンは，2000年以降，世界貿易で見られるよう

になった工程間分業から派生したビジネス・モデ

ルである。具体的には，タイの産業集積地で事業

展開している日本企業が，その生産工程の中から

労働集約的な部分を，カンボジアやラオス，ミャ

ンマー（CLM）のタイ国境付近にある経済特区

（SEZ）に移転するようになった工程間分業であ

る。ただし，国境に位置する中小都市を対象とす

るという点で従来のビジネス・モデルとは異なり，

新しい工程間分業といえる。」（大泉2013,p.1）

特徴的なことは，国境にある中小都市を対象と

している点である。タイ側の生産拠点と比較的近

い地域に国境があり，①賃金格差のメリットを享

受出来ること，②生産拠点と国境都市との輸送ア

クセスが改善されたこと，③国境への外資誘致に

CLMが乗り出したことなどの環境が整った結果

であり，新しい工程間分業ということが出来る

（大泉2013,p.8）。

これに加えて，タイの労働環境の変化，CLM

の政治経済情勢の改善，タイの輸送インフラの整

備，国際社会のCLMへの支援拡大などの環境変

化は，タイ・プラス・ワンの動きを進展させる方

向に作用している。大泉は，タイ・プラス・ワン

が有望視される理由を，タイにおける労働力不足

と賃金上昇という労働環境の変化であるとしてい

る（大泉 2013,p.9）。まず労働力不足について

は，1998年には4％台にあった失業率はその後ほ

ぼ一貫して低下し，2010年以降は1％未満の低水

準にある（4）。このような労働力不足を補うために，

2010年以降 CLMからの労働力流入が加速した。

つぎに，賃金も2010年以降急速に上昇しており，

2013年 1月から最低賃金が全国一律に 1日 300

バーツにまで引き上げられた（5）。最低賃金の水準

は，それまで地域によって異なっていたため，安

価な労働力を求めて，地方に生産拠点を設置する

企業もあったが，この引き上げから最低賃金が全
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国一律となったため，地方に生産拠点を移転する

優位性が失われた。これに比較して，CLMの賃

金水準はタイの三分の一以下であることが，国境

を超えて労働集約的生産工程を近隣国に移転する

タイ側のプッシュ要因となった。

また，CLM側の政治経済情勢の改善がプル要

因として作用している。まず，カンボジアを例に

CLM側のプル要因を説明すると，タイとカンボ

ジアの国境における産業集積地としては，ポイペ

トの存在感が高まっている（6）。ポイペトはベトナ

ム－カンボジア－タイを結ぶ南部経済回廊上にあ

り，タイ東部臨海工業地帯から車で2～5時間と

近い。2000年代初頭までは，内戦時代の地雷が

多く残る混乱の多い国境地帯であったが，この国

境の町がタイ・プラス・ワンにより産業を集積し

つつある。2005年に設立されたポイペト経済特

別区（SEZ）に加え，カンボジアと日本の合弁会

社サンコー・インベストメントが開発・運営する

サンコー SEZが 2013年に設立された。この

SEZ内に豊田通商が2017年開所した初の日系工

業団地「テクノパーク・ポイペト」は，敷地約2

万平方メートル，タイからの供給で電力を安定確

保できる強みを生かし，主にトヨタ系の自動車部

品・素材メーカーを誘致する。豊田通商は従業員

向け給食やワーカー派遣などで中小企業にも進出

を促し，2020年をメドに10社以上の誘致と売上

高100億円超を目指している。トヨタ自動車が

2013年に稼働したタイ東部のゲートウェイ第 2

工場は，ポイペトまで車で約2時間の距離である

（図1参照）。

タイの賃金上昇を嫌い，労働集約的工程を隣国

に移転するタイ・プラス・ワンは，ラオス国境の

サバナケットにおいても同様に見られる。サバナ

ケットの場合，バンコク周辺の工業地帯までは陸

路で600km以上離れているため，木村のフラグ

メンテーション理論上，サービス・リンク・コス

トを最小化することは困難である。その一方で，

水力発電による安価な電力がラオスの比較優位で

あり，電力単価はメコン地域では最も安く（7），供

給も安定している。サバナケットに位置するサワ

ン・セノ SEZは，ラオス初の SEZとして 2003

年に設置され，東西経済回廊である国道9号線に

沿って立地するものの，当初は開発が進まなかっ

た。2006年に第二メコン国際橋が開通した以降，

このサイトにおいてトヨタ紡織が自動車用シート

カバーの生産工場を建設し2014年から稼働して

いる（8）。トヨタ紡織は2015年内にラオスで自動

車用シートカバーの生産能力を3割増の年20万

台に引き上げ，同社がタイで生産している布製シー

トカバーの主力品目を全てラオスに移すこととし

た。

また2013年には，日系企業も出資して設立さ

れたSavanJapanJointDevelopmentがサイト

Bを開発し，一気に日系企業の進出が加速した。

既述のとおり2013年はタイの最低賃金が全国一

律で引き揚げられた年であり，このラオス進出加

速は決して偶然ではない。代表的な日本企業とし

て2013年10月に操業を開始したニコンが挙げら

れる。デジタル一眼レフカメラ向けのトップカバー，

背面カバーといったユニットをラオスで生産し，

組立てたユニットをタイのアユタヤ工場で最終製

品にするというタイ・プラス・ワンの典型的な例

である（図2参照）。ニコンはサバナケットを選

択した理由として，タイの賃金上昇，タイとラオ

スの言葉が近くタイ人から技術指導を行えること

を挙げているが，これに加えて2011年にアユタ

ヤ工場が洪水の被害を受けた経験を踏まえ，洪水

リスク分散ということも理由の一つになっている
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出所：2015年3月31日付 日本経済新聞

図1 南部経済回廊上のSEZ



（JBIC2014）。ラオス政府はサイトBを日本企業

専用の工業特区としたいと考えており，これまで

に入居した日系企業は，ニコンの他に，日本ロジ

テム，光陽オリエントジャパン，アデランス，い

すゞトラック，木谷電器等がある（9）。

カンボジア及びラオスの事例から，非熟練労働

者を雇用して行う組立作業を低賃金で実施するこ

とが，製造業企業にとって如何に重要であるかと

いうことが分かる。しかし，カンボジアのフンセ

ン首相は 2023年までに最低賃金を 250ドル/月

にまで引き上げると表明している（2018年の最

低賃金は170ドル/月）（10）。これは2018年のタイ

で最も高い県別最低賃金330バーツ/日を上回る

金額であり，この引き上げが実現すれば，ポイペ

トの産業集積を脅かすものになる。ラオスも

2018年同様に最低賃金を22%引き上げ，110万キー

プ/月（約128ドル）へと改定しているが，最低

賃金のみをカンボジアと比較すると，ラオスの方

が加工組立産業を行う企業にとって魅力的になっ

てきている。タイ・プラス・ワンの枠内において

も，今後の賃金上昇率によってはカンボジアから

ラオスへの工場移転が生じ得る。

他方，目標年を設定した最低賃金引上げに関す

るフンセン首相のアナウンスを，プノンペンで製

造業を営む日系企業の複数のオーナーは，将来の

予見性を高めると歓迎する面があることも興味深

い（GDF2015,p.11）。これはGVCsを展開する

企業にとって，隣国とのコスト比較をより長期ス

パンで検討する材料を得たことを意味し，工場移

転が有利であると結論した場合の企業行動は，上

述したニコンのように迅速である。

また，国境の町で雇用可能な労働者数は両国と

もに限界があり，人口の少ないラオスの場合，労

働者確保はより困難である。そこで，日系SEZ

ではポイペト・サバナケット双方でSEZ運営企

業が労働者手配サービスを提供している。このよ

うな付加価値の提供がFDI誘致には大きな役割

を果たすが，後発国政府が直営で開発したSEZ

はインフラの整備までにとどまり，操業する企業

の経営をサポートする機能が弱い。インフラの整

備と税制・関税の優遇措置という「基礎的条件に

関する政策」に加えた付加価値が，特に日本企業

を誘致するためには重要であることがうかがえる。

次節で紹介するカンボジアのケーススタディー

は，本節で紹介したタイ・プラス・ワンという企

業行動が活発にになった以降にカンボジア政府が

策定した産業政策を取り上げる。

4 カンボジアの産業政策を用いた

ケーススタディー

本節では，2018年現在カンボジア政府が運用

中の産業政策を用いて，GVCsへの参加を通じた

工業化を進めるために，�どのような準備を行い，

�どのように実現に向けた行動を起こしていけば

良いのか，ケーススタディーを試みる。

カンボジア政府は，2015年にカンボジア産業

開発政策（IDP）を発表した（11）。国家最高経済委

員会 （SNEC:SupremeNationalEconomic

Council）のテクノクラートを中心に，政府独自

の人材によりIDPを作成したとフンセン首相は

2015年8月26日に開催された制定式典で説明し

ている。SNECは，人的資源が十分でない実施

省庁に代わって主要政策を起草する，首相のシン

クタンク機能を果たしており，経済財務省と開発

評議会（CDC:CouncilfortheDevelopmentof

Cambodia）（12）が中心的な役割を担っている。

SNECは国際協力機構（JICA）の支援を受けつ

つ 2012年から IDPの起草を開始した（GDF

2015,p.6）。
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出所：LogitemVietnamウェブサイト

http://www.logitemvietnam.com/thai/

図2 タイ・ラオス間の物流



ここで言うJICAの支援とは，『カンボジア国

産業政策策定支援情報収集・確認調査』（JICA

2012：以下「JICA調査」）による情報・提言を

指す。JICA調査は，2010年から2年間をかけて

情報収集し，2012年10月すなわちSNECがIDP

の起草を始める段階で報告書をカンボジア政府に

提出している。JICA調査はまず，FDIをテコと

する産業発展の戦略を描く前段階として，産業の

動向，FDIの動向，FDIの誘致環境，周辺国と

の競争力や政策の比較などの分析を行い，FDI

政策および関連する産業政策を策定するための基

礎情報を整理している。これらの基礎情報は，

IDPを起草する上で重要な役割を果たしているこ

とが，具体的に示された数値指標から読み取れる。

この下準備をした上で，JICA調査はSNECに対

し，「カンボジアは，（東アジア全体で見られる）

分業関係深化の流れを受け止めて，GVCsの加工

工程など相対的に付加価値の低いセグメントをま

ず取り込み，漸次上・下流の高付加価値分野へと

生産を拡大していく構えが必要であろう。」（第1

部，pp.2�4）と助言し，GVCs主導型開発戦略

の導入を提唱している。この助言は，IDPの全体

構成の中で最上位に位置付けられるビジョンに反

映されている（表1参照）。また，この助言は，

黒岩が説明した「GVCsへの参加」と「GVCsの

高度化」という二段階方式（Kuroiwa2016）と

同様の考えを，2012年に提唱している点で興味

深い。IDPでは二段階ではなく，①労働集約型産

業の多様化，②産業構造の多角化，③産業の高度

化の三段階の進化を目指している。第2節で紹介

したとおり，「GVCsの高度化」のためには，ま

ず裾野産業の発達によるオペレーショナル・クラ

スターの形成が必要となるが，JICA調査実施時

点において，裾野産業はカンボジアにはほとんど

存在しないと報告されており，この振興が産業政

策上も重要となる。JICA調査では裾野産業を

「最終製品を製造するために，部品・部材を供給

する産業に包装材を加えた産業群」と定義し（第

1部，pp.2�22），裾野産業となり得るセクターと

して，①包装（段ボール），②プラスチック製品

製造，③ねじ・ナット・ボルト製造の3セクター

を挙げている。これらの製造業は装置産業である

ため（13），JICA調査実施時点では外資系以外皆無

といった状態であった（第1部，pp.2�25）。し
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表1 カンボジア産業政策（IDP）の構造とアプローチ概要

ビ ジ ョ ン

2025年までに技術中心の産業となるようカンボジアの産業構造の近代化を図る。

�GVCsとの連結，�地域生産ネットワークへの参画，�国内産業の生産性向上，�最新技術開

発/知識集約型産業への移行

三つのフェーズ：�新規産業開発と労働集約的産業の多様化（製造業・農産物加工業），�産業

構造転換・製造業の多様化，�科学技術開発・イノベーション

目的と指標

目的：構造的チャレンジと主要産業基盤への投資に取り組む

指標：

1． GDPにおける産業セクターのシェアを2025年までに30％にする（2013年は24.1％）。うち

製造業は2013年のGDP比15.5％から20％にする。

2． 縫製品以外の製造業が輸出に占める割合を2025年までに15％とすることにより輸出品の多

様化を図り，また同時に農産物の輸出割合を12％にする。

3． 小規模企業の80％，中規模企業の95％が正式に法人登録し，さらに小規模企業の50％，中

規模企業の70％がしっかりした会計システムを有する。

優先セクター

1．高付加価値製品により新規市場開拓の能力が期待される新規産業や製造業ベンチャーなど

2．SMEs（特に薬品・医療器具，建設資材，輸出用梱包機器，家具製造，産業機器）

3．国内外市場向け農産物加工業

4．農業，観光業，縫製業に関連する裾野産業

5．地域の特産品産業（ICT,エネルギー，重工業，文化，歴史，手工芸品，環境保全技術）

出所：（CDC2016）Annex9を参考に筆者作成



かし段ボールや発泡スチロールといった包装材は，

中間財・最終財を問わず製品出荷時に必ず必要に

なる資材であるため，加工組立産業の増加ととも

に確実に需要が伸びるセクターであり，地場企業

の育成を急ぐことは合理的な選択である。IDPで

は，中小企業（SMEs）振興の一環としてJICA

調査が提言した3セクターを明示的に優先セクター

として位置付けている。

IDPでは，①新規産業や製造業ベンチャー，②

SMEs，③農産物加工，④裾野産業，⑤地域の特

産品産業の5セクターを優先セクターとして羅列

しているが，これらは実際にはセクターですらな

い。せっかくビジョンにおいて産業高度化を三段

階に分けて目指す現実的な過程区分をしておきな

がら，優先セクターでは時間の経過を踏まえた段

階的な産業発展が意識されていないのは残念であ

る。このような点については，カンボジア政府自

体が「総花的（IDPisabroadpolicyframe-

workonly）」と認めており，GDF調査団（14）も

具体的な行動計画の策定を助言している（GDF

2015,p.8）。

GVCs主導型開発戦略を主軸とするIDPでは，

FDIを誘致して行う加工組立産業が第一優先セ

クターとなることは，指標を見ても明らかである。

さらにキャッチアップ型工業化を進めていく上で，

輸出総額の過半を占める縫製業（2013年時点で

77％，ただし製靴業を含む）以外の製品輸出割合

を増加させる指標（2025年までに輸出総額の

15％）を指標2で定めている。加工組立産業とし

て，どのようなFDIを誘致できるかが，「GVCs

への参加」を通じた産業集積を進める上で重要に

なる。しかし，優先セクターをカンボジア政府が

IDPで示すだけでは，フラグメンテーションを活

用して利潤最大化を目指す企業を誘致するには十

分でない。そのためには，既存の技術，国内の人

的資源，内外の需要及び近隣国との競争を勘案し

て，ミクロレベルで政府の調整を実施しなくては

ならない（Taglioni&Winkler2016）。

GVCsへの参加を通じた工業化を進める産業政

策を描き，その政策に基づいて意図したアンカー

企業を誘致することが可能なのだろうか。これが

本稿の研究課題であるが，タイ・プラス・ワンの

事例からも明らかなとおり，意図して誘致するこ

とは難しい。しかし，カンボジアへの製造業FDI

の進出は確実に増加しているのであり，その投資

判断理由を回顧することによって，政策上何が有

効だったのかを分析することは可能である。製造

業FDIを誘致する上で重要なのは，第二節で紹

介した工業団地の建設から始まる4つのキャパシ

ティー・ビルディング（①インフラストラクチャー

整備，②制度整備，③人材育成，④生活環境整備）

である。この内，②制度整備には優遇税制，手数

料の優遇，ワンストップ・サービスなどに加えて，

ルールに基づいた対話の土台となる二国間の「投

資協定」（15）も含まれ，日本の民間投資をカンボジ

アに誘致する上では，この協定の締結が大きな契

機となった（JBAC2018,p.15）。「投資協定に期

待されたことの一つは，投資環境の改善点につい

てカンボジア側に申し入れできる状況になったこ

と」と，篠原勝弘（元駐カンボジア日本国大使／

在任 2007年～2009年）は回顧している。そして

具体的な改善点の協議の場として，2009年，日

本とカンボジアの官民合同会議（16）が誕生し，大

使館やJICA，JETRO（17）とともに民間団体であ

るカンボジア日本人商工会（JBAC）が主要メン

バーとして参加し，民間投資の「現場の声」を伝

える役割を担っていった。カンボジアへの日本投

資が急増したのは，この直後の2010年から2011

年にかけてであり，プノンペンSEZには，味の

素のパッケージ工場，ミネベアの小型モーター組

み立て工場，住友電装の自動車用ワイヤーハーネ

ス工場などが相次いで稼働した（JBAC2018,p.

16）。

上述のミクロレベルの政府による調整とは，こ

のような協議の場があって初めて実現可能となる

が，カンボジアの外国商工会の中で，官民合同会

議を通してカンボジア政府と単独で直接協議をす

る場を持っているのは， JBACのみである

（JBAC2018,p.20）。投資主体である民間企業の

要望に耳を傾ける努力は，IDPの行動計画には明

示されておらず，更なる充実が必要である。

また，優遇税制，手数料の優遇などの投資イン
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センティブは，加工組立を行う製造業FDIがカ

ンボジアへの投資判断を決定する際の決め手にな

るかは疑問である。カンボジア政府が提供する投

資インセンティブには適格投資プロジェクト

（QIP）（18）があるが，QIP申請にはまず土地長期

リース契約書をCDCに提示する必要がある。つ

まり，投資を決定し操業準備を開始してからでな

いと投資インセンティブを申請できず，実際に操

業を開始した後に，初めて恩恵の大きさを確認で

きるものである。さらに，QIP申請が承認された

としても，その恩恵を手にするのは簡単ではない。

例えばVATの還付にはとても長い手続き期間を

要し，日本企業の場合，官民合同会議での要請を

経て漸く迅速化が図られつつある。

企業にとってカンボジアへの投資判断の決め手

になるのは，むしろLDC（後発国）に対する特

別特恵関税措置（LDC特恵措置）であり，カン

ボジアは近隣国と比較して，この点において優位

な立場にある。表2のとおり購買力の高い主要先

進国である日本，米国，EUの2ヵ国・1地域か

らLDC特恵措置を得ているのは，ASEANでは

カンボジアとミャンマーの2ヵ国のみである（19）。

他方，LDC特恵措置を供与する先進国側は，

この優遇措置停止を示唆すことにより受益国の内

政に注文を付けることもある。EUは2018年10

月，カンボジアとミャンマー両政府の人権侵害を

理由にLDC特恵措置の停止検討を発表した（20）。

EUが問題視するカンボジアの人権問題とは，

2018年7月の下院総選挙を前に，旧最大野党カ

ンボジア救国党が司法により解散を命じられたこ

とを指す。EUの経済制裁発動を回避するため，

2018年12月カンボジア上下両院は，同野党関係

者の活動再開を認める法案を可決した。LDC特

恵措置の恩恵の大きさをカンボジア政府が理解し

ている証左と言える。

産業構造の多角化を目指すカンボジア政府は，

LDC特恵措置を利用してカンボジアに生産拠点

を移転しようとする新たな加工組立産業の動向に

対して，細心の注意を払う必要がある。例えば，

カンボジアの輸出総額に占める自転車産業割合は，

2017時点で2％余りに過ぎないが（21），EUへの自

転車輸出の伸びは大きく，重量ベースでは2016

年に台湾を抜き第1位の自転車輸出国になってい

る（22）。これは台湾の大手自転車メーカー3社が，

EUから課される14％の関税を回避するために，

生産拠点をカンボジアに移転させた結果である。

米中の貿易摩擦が加速を始めた2018年後半以降，

中国を主たる生産拠点としていた米国自転車メー

カーも，カンボジアを含むASEAN諸国への工

場移転の検討を始めている（23）。GVCsを利用する

企業行動は，タイ・プラス・ワンの事例からも分

かるとおり，投資判断を一旦下すと，その後の動

きは極めて速い。投資判断が下される前の企業の

調査動向を機敏に捉え，カンボジアへの工場誘致

を実現しなくてはならない。

カンボジアで操業開始したFDI企業の要望に

対し，官民合同会議に代表される政府によるミク

ロレベルの調整を丁寧に実施していくことに加え

て，最低賃金，LDC特恵措置などについて近隣

国との競争関係を分析し，機敏に企業動向に反応
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表2 主要特恵受益国リスト

主要特恵受益国
特恵待遇供与国

日本 米国 EU

バングラデシュ 〇（LDC） 〇（EBA）

カンボジア 〇（LDC） 〇（LDC） 〇（EBA）

中国 〇※

インドネシア 〇 〇 〇

ラオス 〇（LDC） 〇（EBA）

マレーシア 〇※

ミャンマー 〇（LDC） 〇（LDC） 〇（EBA）

フィリピン 〇 〇

タイ 〇※ 〇

東ティモール 〇（LDC） 〇（LDC）〇（EBA）

ベトナム 〇 〇

出所：日本は2016年12月外務省ウェッブサイト，米国は

2017年 3月米国 GSPガイドブック，EUは 2018年

10月EUウェッブサイトを参考に筆者作成。

EBA：EverythingButArms待遇は国連のLDC基準に従っ

て供与が決定される。

※ 2019年4月以降，一般特恵関税受益国から全面卒業と

なる見込み（JETRO）。



していくことが，GVCs主導型開発戦略を実現す

る上で重要となってくる。

5 ま と め

本稿では，まずGVCsとは多国籍企業が利潤

最大化を図る最適な財の流れを作り出すために，

国境を超えた最適立地に基づくフラグメンテーショ

ンの結果生じたものであることを明確にし，

GVCs主導型開発戦略とは何かについて説明した。

次に，タイの賃金上昇を嫌い，労働集約的工程

を隣国に移転し，越境して製造した部品をタイに

移送してバンコク首都圏の工場で製品を完成させ

るタイ・プラス・ワンの動きを紹介した。AFTA

強化による域内関税削減の100％達成，タイの労

働環境の変化，CLMの政治経済情勢の改善，タ

イ国内のインフラ整備といった条件が整うことが，

日本企業の利潤最大化につながるフラグメンテー

ションを進める前提条件となった。カンボジア及

びラオスの事例から，非熟練労働者を雇用して行

う組立作業を低賃金で実施することが，製造業企

業にとって如何に重要であるかということが分かっ

た。

これらを説明した上で，カンボジアの産業政策

を事例に，GVCs主導型開発戦略を実現する上で

重要な点は何かを検証した。日本・カンボジアで

実施する官民合同会議がグッド・プラクティスで

あることを紹介し，投資主体である民間企業の要

望に耳を傾ける努力が重要であることを説明した。

また，当たり前のようにも思えるLDC特恵措置

による一律無税・無枠の優遇措置は，組立作業を

低賃金で実施することと同様に製造業企業にとっ

て十分魅力的であることを説明した。後発国には，

GVCs主導型開発戦略を進める上で，後発国であ

るが故に有利な点もあることが，このことから理

解できる。

このような利点を生かした上で，「GVCsへの

参加」を進めていく上で重要になるのが4つのキャ

パシティー・ビルディング（①インフラストラク

チャー整備，②制度整備，③人材育成，④生活環

境整備）である。繰り返しになるが，後発国が4

つのキャパシティー・ビルディングを着実に実施

することは容易ではない。後発国の多くは，イン

フラストラクチャー整備を急ぐあまり「債務の罠」

に陥る事例も見られる（24）。しかし，GVCs主導型

開発戦略の目指す工業化は，加工工程など相対的

に付加価値の低いセグメントを取り込む「GVCs

への参加」から始まることを忘れてはならない。

すなわち，インフラストラクチャーの整備自体を

目的化しても，FDIを誘致する工業化にはつな

がらないのである。

4つのキャパシティー・ビルディングすべてが

一定水準に達するまで，FDIを誘致することが

できない訳では無い。近隣国との相対関係を加味

した総合的な経営判断基づき，FDI企業は生産

拠点の最適立地を決定する。後発国政府に今後求

められるのは，GVCs主導型開発戦略を産業政策

の中心に置き，最低賃金，特恵措置などについて

近隣国との競争関係を分析するとともに，FDI

を誘致するために必要な政府の調整をミクロレベ

ルで実施して行くことに尽きる。そのために，官

民合同会議に代表される投資主体である民間企業

の要望に耳を傾ける努力が極めて重要となる。

（1） 外務省ウェブサイト「後発開発途上国（LDC）」

の定義に基づく。一人当りGNI（2011～2013年

平�）：1,035米ドル以下が基準の一つ。2018年 3

月 1日現在LDCは47ヵ国，内アジアはアフガ

ニスタン，バングラデシュ，ブータン，カンボジ

ア，ラオス，ミャンマー，ネパール，イエメン，

東ティモールの9ヵ国 https://www.mofa.go.

jp/mofaj/gaiko/ohrlls/ldc_teigi.html

（2） 相互に独立した組織間関係は，アームズレング

スと呼ばれる。そこではお互いに2つの組織間で

は，しばしば長期間にわたって多数の取引関係を

結ぶ。しかし，彼らの間には協働遂行もしくは協

働実務の意義付けは意識的にない。アームズレン

グス関係において，売り手は，広範囲の顧客に対

し標準的な製品・サービスを提供し，当面の取引

を終えると双方の関係も終わる（美藤2008）。

（3） アジア地域の工業発展パターンを理解する分析

枠組みとして末廣昭が提唱した。後発工業国が主

として技術面で，「後発性の利益」をうまく活用
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しながら，先進国の所得水準との格差を縮めてい

くプロセス（末廣2000）。

（4） 2018年のタイ失業率は 0.7％ （IMF（2018）

WorldEconomicOutlook2018）https://www.

imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/O

EMDC/ADVEC/WEOWORLD

（5） 法定最低賃金は2018年4月に都県別で308～

330バーツ/日に引き上げられている（JETROビ

ジネス短信2018年03月22日「都県別の最低賃

金が改定，4月から適用（タイ）」）。https://

www.jetro.go.jp/biznews/2018/03/31ffe445b70

1a6fa.html

（6） 日本経済新聞2015年3月31日「メコン工業他

地域，「回廊」沿いにつながる供給網 豊田通商，

要所に団地造成」及び2017年12月8日付「カン

ボジア内戦の地，国内分業の要に」

（7） JETRO2017年度 アジア・オセアニア投資関

連コスト比較調査 https://www.jetro.go.jp/

world/reports/2018/01/d78a35442e4ce3c0.html

（8） 日本経済新聞2013年4月8日「トヨタ紡織，

ラオスにシートカバー工場 5億円で」及び2015

年2月2日「トヨタ紡織，シートカバー3割増産

ラオスで」

（9） 日本アセアンセンター・ウェブサイト「�講演

資料�2016年11月ラオス計画投資大臣との対話

ラオスの経済・投資環境をテーマに 」

https://www.asean.or.jp/ja/invest-info/event

report-2016-13/

（10） 日本経済新聞2018年10月28日「最低賃金上

げ，アジア席巻 「人気取り政策」外資警戒」

（11） Cambodia IndustrialDevelopmentPolicy

2015�2025:MarketOrientationandEnabling

Environment for Industrial Development

http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/

12_9_2016_4_29_43.pdf

（12） カンボジアにおける復興・開発と投資活動の監

督に関して責任を負う唯一の機関として，外国人

投資法により1994年に設立（CDCウェブサイト

に基づく）。http://www.cambodiainvestment.

gov.kh/ja/about-us/who-we-are.html

（13） 例えば段ボールを製造するコルゲーターは，全

長70～100mの機械装置である（全国段ボール

工業組合連合会）。https://zendanren.or.jp/con

tent/process/create-sheet-detail.html

（14） GDF（GRIPSDevelopmentForum）のカン

ボジア調査は，大野健一，大野泉及び長嶌朱美に

よって実施された。

（15） 正式名称は「投資の自由化，促進及び保護に関

する日本国とカンボジア王国との間の協定」。

2007年6月14日：フンセン首相訪日時に，安倍

総理とフンセン首相が東京で協定に署名。2008

年 7月 31日：効力発生。https://www.mofa.

go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty168_3.html

（16） 官民合同会議は，カンボジア側議長はソック・

チェンダ・ソピア・カンボジア開発評議会

（CDC）事務局長（首相補佐特命大臣），日本側

は日本国大使が議長となり，年に2回開催される。

2017年度の官民合同会議では，複数QIPと優遇

税制，改正投資法と経済特別区法の制定準備状況，

環境影響評価や環境保護合意に関する問題など，

税制から労務，物流，電力，環境まで，幅広い課

題について協議している。

（17） JETRO（日本貿易振興機構）のプノンペン事

務所開設は2010年

（18） QIP（QualifiedInvestmentProject）に認定

されると，法人税，輸入関税，付加価値税の免税

等の投資優遇措置の対象となる（CDCウェブサ

イト）。http://www.cambodiainvestment.gov.

kh/ja/investment-scheme/investment-incen

tives.html

（19） データの出所は次の通り

日本：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko

/t_kanzei/index.html

米国：https://ustr.gov/sites/default/files/

gsp/GSP%20Guidebook%20March%202017.pdf

EU：http://ec.europa.eu/trade/policy/cou

ntries-and-regions/development/generalised-

scheme-of-preferences/

（20） 日本経済新聞2019年1月7日「EU,東南ア2

カ国へ経済制裁検討 対応に違い」

（21） UN COMTRADE statistics https://com

trade.un.org/

（22） Eurostat金額ベースでは台湾が依然 1位

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-

trade-in-goods/data/database

（23） BicycleRetailerandIndustryNews2018年

11月12日・Trek,KentandotherslooktoCam-

bodiaforproduction・

（24） 例えば，CenterforGlobalDevelopmentは，

中国の一帯一路イニシアティブに関連したインフ

ラ整備融資により，パキスタン，ラオスなど8ヵ

国が債務超過に陥る可能性を指摘している。

https://www.cgdev.org/sites/default/files/ar

chive/userfiles/quoda/QuODA_Transparency

Learning_Update_022211.pdf
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